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愛媛労働  

毎月 15 日に愛媛県内の労働に関する情報をお届けしています。 
(15 日が土日祝日の場合は、前営業日となります。) 

～役立つ愛媛の労働情報～ 

令和７年 11 月号 
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資金使途は、離職によって、本人又は離職者が

扶養する者の生活に必要となる資金。 

○ 金利／年０．３％ 

（別途、保証料がかかります。） 

○ 返済期間／５年以内 

（６ヶ月以内の元金返済据置可能） 

○ 限度額／１００万円（離職者一人につき） 

○  保証／保証機関の保証及び連帯保証人１名が

必要です。 

○  必要書類／住民票、市町村県民税（所得・課税）

証明書等主として申込人の収入によって世帯の

生計を維持していたことを証する書類、その他審

査に必要な書類 

 

 

資金使途は、本人又は休業者が扶養する者の生活

に必要となる資金。 

○ 金利／年０．３％ 

（別途、保証料がかかります。） 

○ 返済期間／５年以内 

（６ヶ月以内の元金返済据置可能） 

○  限度額／１００万円（休業者一人につき） 

○  保証／保証機関 

○ 必要書類／住民票、市町村県民税（所得・課税）

証明書等主として申込人の収入によって世帯の

生計を維持していたことを証する書類、その他

審査に必要な書類 

 

       

 

 

 

≪概要≫ 

離職されて求職活動を行っている方、または休業中の勤労者の生
活安定に資することを目的とした融資制度です。 

 

≪お申込み可能な方≫ 
離職後、求職活動を行っている方、または、休業中の方で、かつ、以

下の全てに該当する勤労者が対象です。 
 
〇 原則として、愛媛県内に住所を有し、かつ、その期間が引き続き

1年以上であること。 
〇 原則として、18歳以上 65歳以下であること。 
（離職者の方） 

・ 離職前において、原則として引き続き 1年以上同一事業所に勤務してい

たこと。 

・ 離職前において、主としてその収入によって、世帯の生計を維持してい

たこと。 

・ 離職の原因が、懲役以上の法定刑に当たる行為でないこと。 

（休業者の方） 

・ 原則として引き続き 1年以上同一事業所に勤務していること。 

・ 主としてその収入によって、世帯の生計を維持していたこと。 
 

 

 

 

離職者等緊急生活資金のご案内 

離職者緊急生活資金 休業中の緊急生活資金 



   

 

 

 

○ 住  所：松山市湊町 5 丁目 1 番地 1 

いよてつ高島屋南館 3 階 

○ 利用時間：10 時～18 時 

（月～金曜日、第２・４土曜日） 

○ 電  話：089-948-2832 

○ E-mai l：sp-station@lagoon.ocn.ne.jp 

○ H P：http://www.i-esapo.jp/ 
 
※南予地域（宇和島市・八幡浜市・大洲市）で

は出張相談会を実施（1２時～16 時） 

 

 

 

○ 住  所：新居浜市繁本町 8-65 

（新居浜市市民文化センター内） 

○ 利用時間：10 時～18 時（月～金曜日） 

○ 電  話：0897-32-2181 

○ E-mai l：toyo-sp@mxi.netwave.or.jp 

○ H P：http://www.i-tsapo.jp/ 
 
※今治市・西条市・四国中央市では出張相談会を

実施（13 時～17 時） 

 

 

愛媛県では、ニートと呼ばれる若者及び就職氷河期世代の

職業的自立を支援する窓口として、 

○ えひめ若者サポートステーション（えひめサポステ） 

○ 東予若者サポートステーション（東予サポステ） 

を設置しています。まずは一歩、お気軽にご相談ください。 

 

【支援対象】 
学生を除く 15 歳～49 歳の就職を目指す方及びその保護者等 

【支援内容】 
⚫ 個別相談・グループカウンセリング（相談員、臨床心理士によるものなど） 

⚫ 職業ふれあい事業（職場見学、社会見学、ボランティア活動など） 

⚫ ジョブトレーニング（ジョブトレーナー付き添いによる職場体験など） 

⚫ ワークショップ、セミナー（パソコン個別指導、ボイストレーニンクなど） 

⚫ 保護者セミナー（親子ふれあい心理講座、わかりやすい交流分析など） 

⚫ 職場体験・職場チャレンジ事業（短期(3 日程度)の職場体験、1 か月の職場訓練など）  

  

 

地域若者サポートステーションのご紹介 

えひめ若者サポートステーション 東予若者サポートステーション 

http://www.i-esapo.jp/
http://www.i-tsapo.jp/


 

 

 

労働問題でお悩みの方は、中小企業労働相談所をご利用ください。 

 各中小企業労働相談所では、相談員が相談をお受けするほか、関係機関への紹介等も行っ

ています。（労働者の方、使用者の方、どちらの相談にも応じます） 

また、中予地方局に設置している松山中小企業労働相談所では、毎月２回（原則、第一・

第三金曜日の１０時から１５時）労働問題の専門家である社会保険労務士による相談も実

施しています。 

いずれも相談料は無料で、秘密は厳守しますので、お気軽にご利用ください。 

電話での相談もお受けしています。 

 

【愛媛県中小企業労働相談所】 

 

相談所 所在地 受付時間 電話番号 

西条中小企業労働相談所 

（東予地方局商工観光課内) 

〒793-0042 

西条市喜多川 796-1 

月曜から金曜 

8時 30分から

17時 15分 

0897-56-1300

（内線 46２） 

今治中小企業労働相談所 

（東予地方局今治支局商工観光室内） 

〒794-8502 

今治市旭町 1-4-9 

月曜から金曜 

8時 30分から

17時 15分 

0898-23-2500

（内線 229） 

松山中小企業労働相談所 

（中予地方局商工観光課内） 

〒790-8502 

松山市北持田町 132  

月曜から金曜 

8時 30分から

17時 15分 

089-909-8760

（直通） 

宇和島中小企業労働相談所 

（南予地方局商工観光課内） 

〒798-8511 

宇和島市天神町 7-1  

月曜から金曜 

8時 30分から

17時 15分 

0895-28-6146

（直通） 

八幡浜中小企業労働相談所 

（南予地方局八幡浜支局商工観光室内） 

〒796-0048 

八幡浜市北浜 1-3-37 

月曜から金曜 

8時 30分から

17時 15分 

0894-22-4111

（内線 234） 

中小企業労働相談所のご利用について 

 

tel:0897561300
tel:0897561300
tel:0898232500
tel:0898232500
tel:0899098760
tel:0899098760
tel:0895286146
tel:0895286146
tel:0894224111
tel:0894224111


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入校選考料：2,200円 

 入 校 料：5,650円     ※金額は改定になる場合があります。 

 授 業 料：月額 9,900円    （作業着・教科書・工具等については、自己負担が必要です。） 

 寄宿舎料：光熱水費の実費相当額（新居浜産業技術専門校のみ寄宿舎利用可） 

※ 詳細については、各産業技術専門校にお気軽にお問合せください。 

令和８年度 県立産業技術専門校入校生の募集について 

（普通課程：中期試験、短期課程：前期試験） 

県立産業技術専門校では、就職のために必要となる専門的な知識や技能を習得する職業訓練を行っています。進路、就職にお

悩みの方に、ぜひ御応募いただきますよう御案内をお願いします。 

 

概要 

 

【普通課程】 

産業技術専門校 訓 練 科 目 定員(人) 期間 

新居浜産業技術専門校 

〒792-0060 新居浜市大生院1233-2 

℡（0897）43-4123 

メカトロニクス科 10 2年 

自動車整備科 15 2年 

メタル技術科 15 2年 

愛媛中央産業技術専門校 

〒799-1534 今治市桜井団地4-1-1 

℡（0898）48-0525 

今治タオルものづくり科 10 2年 

服飾モード科 10 2年 

ビジネスデザイン科 15 1年 

設備エンジニア科 10 2年 

 

【短期課程】 

産業技術専門校 訓 練 科 目 定員(人) 期間 

宇和島産業技術専門校 

〒798-0027 宇和島市柿原甲1712 

℡（0895）22-3410 

住まいづくり木工科 15 10か月 

アパレルビジネス科 10 10か月 

  

科目一覧 

 以下の応募書類に必要事項を記入して、新卒者の方は産業技術専門校、離職者の方はハローワークに提出してください。 

 １) 入校願書（入校選考料2,200円を愛媛県収入証紙により納付してください。） 

 ２) 写真（６か月以内に撮影、脱帽、正面、上半身像で縦４ｃｍ×横３ｃｍ） 

 ３) 出身高等学校発行の進学用調査書（各訓練科によって異なります。） 

 筆記試験、適性検査、面接試験により選考します。 

願書提出期間 入校選考日 合格発表日 開講日 

11月10日(月)～12月5日(金)必着 12月12日(金) 12月19日(金) 
普通課程：令和8年4月９日(木) 

短期課程：令和8年5月13日(水) 

※ 普通課程のうち、前期試験の募集（10月24日(金)入校選考）で定員を満たした訓練科については、中期試験以降の選

考試験を実施しないため、募集科目や応募手続など詳細については、各産業技術専門校にお気軽にお問合せください。

また、入校ガイド・入校願書の様式を県ホームページに掲載しているほか、産業技術専門校又はハローワークで配布

しています。 

応募手続 

 

選考方法と日程 

 

訓練を受講するに当たって必要となる経費 



録 業企登 集募
■中核産業人材確保支援制度とは

大学生・大学院生・既卒者の県内定着やＵＩＪターン就職を促進するため、愛媛県と

県内企業が協力して奨学金の返還を助成する制度です。

県のHPや学生に送付するチラシに企業名を掲載

県が認定した対象者のリストを提供

就労継続が助成の条件（最長７年助成）

対象者の採用がなかった場合企業負担は不要

■企業のメリット

■中核産業人材確保支援制度の流れ

中核産業人材確保支援制度

企業のPRに！

採用に！

定着に！

登録無料！

愛媛県といっしょに県内で就職する大学生等を応援しませんか？

愛媛県の企業必見！

お問合わせ先

愛媛県 奨学金返還支援

詳細はコチラ
 （県公式HP）

愛媛県経済労働部産業支援局 産業人材課
〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

089-912-2509

sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp

TEL

mail

人材確保＆定着支援

令和7年10月から
「ひめボス宣言事業所」が対象になりました！



対象企業

〇大学生等の採用を予定している愛媛県内に事業所を有する企業で、次の（１）と（２）の
いずれかに該当する企業

（１）ひめボス宣言事業所認証制度要綱に基づき、愛媛県からひめボス宣言事業所として基本

認証もしくは上位認証を受けている事業所

（２）以下の日本標準産業分類のいずれかに該当する事業を営む企業

ア 「ものづくり産業分野」

・ 大分類 Ｄ建設業

・ 大分類 Ｅ製造業

・ 大分類 Ｉ卸売業，小売業

・ 大分類 Ｌ学術研究，専門・技術サービス業のうち小分類742 土木建築サービス業

イ 「ＩＴ関連分野」

・ 大分類 Ｅ製造業

・ 大分類 Ｇ情報通信業

ウ 「観光分野」

・ 大分類 Ｍ宿泊業，飲食サービス業

・ 大分類 Ｎ生活関連サービス業，娯楽業のうち小分類791 旅行業

登録企業の
義務

登録企業は、次の条件を守らなければなりません。

（１）助成対象者を正社員として採用し、継続して就業した場合、１年間の奨学金返還実績

（10月分～翌年９月分）ごとに、返還支援が終了するまでの間、県が設置する基金へ

企業負担分を継続して出捐することを確約すること。

（２）助成対象者の責に帰さない事由により出捐しない場合は、必ず助成対象者の同意を

得ること。

（３）助成対象者の助成金交付申請に必要な在職証明書等を発行すること。

（４）県から提供する助成対象者に関する個人情報については、

責任をもって適正に管理し、当事業の目的以外には一切使用しないこと。

企業負担

（１）県基金への出捐額

 助成対象者の１年間の奨学金返還実績（10月分～翌年９月分）ごとに、

１人当たり年間返還額の２／３又は16.8万円のいずれか低い額の１／２

（年最大8.4万円）を最長７年間出捐いただきます。

（２）助成対象者の採用数上限

 １社につき２名まで

 （ただし、予算の範囲内で３名以上に対し、助成することも可能）

※愛媛県内に主たる事業所を有していない企業が、採用した助成対象者を県外の

   事業所等で勤務させる場合は、返還支援の対象になりません。

※助成対象者の雇入れ日までに登録企業としての認定を受ける必要があります。

登録手続き

以下に記載する登録申請フォームへ必要事項を入力し、電子申請を行ってください。
（１）登録申請フォーム

https://logoform.jp/form/XG6n/kigyoutourokushinsei

（２）電子申請に必要な書類
以下の書類について、登録申請フォームから電子データをご提出ください。
なお、後日、必要に応じて原本の提出を求めることがありますので、ご了承ください。
① 法人登記の履歴事項全部証明書（ＰＤＦデータ） ※ ３か月以内に発行されたもの
② 会社概要（様式任意）

 例：パンフレットまたはＨＰ掲載内容等（ＰＤＦデータ）
◆これまでに登録手続きを行ったことがある企業で、必要書類の
内容に変更がない場合は、①②の提出は不要です。

（３）受付期間 随時
※令和４年11月以降にご登録いただいた後は、廃止申請をされるまで、
登録は継続します。

★登録内容に変更があった場合または登録を廃止しようとする場合は申請手続きが必要です。
詳しくは県HPをご覧ください。

ひめボス宣言事業所は、
業種を問わず登録できます！

https://logoform.jp/form/XG6n/kigyoutourokushinsei








県内企業が

愛媛県と

最大

最長

万円

年間助成

141.1

7

日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金の貸与を受けている方

大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校に在籍する方
 又は既卒者で登録企業への就職を希望する方（申請時点で登録企業に雇用されている方を除く）

次のア又はイのいずれかの要件を満たす方
 ア　情報処理進機構が定めるITスキル標準レベル2以上の情報処理技術者試験に合格している方
 イ　就職までに情報処理推進機構が定めるITスキル標準レベル2以上の情報処理技術者試験の合格を目指す方

以下の３つすべてに該当する方対象者

愛媛　IT奨学金

詳細はこちら

ＩＴ系の就職を目指している学生・求職者のみなさん

支援支援
奨学金　奨学金　

します！します！

のの返還返還 をを

３つすべてに該当したらまずは申請しよう！！３つすべてに該当したらまずは申請しよう！！

IT人材の県内企業への就職・定着を促進するため、
あらかじめ県の認定を受けた学生や求職者が、本制
度に登録した県内企業に就職し、継続して就業した
場合に、愛媛県と登録企業が共同で奨学金の返還を
助成するものです。

089-912-2506 sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp https://www.pref.ehime.jp/page/5701.html

愛媛県経済労働部産業支援局産業人材課
〒790-8507　愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

お
問
合
せ



認定申請 就職活動 登録企業へ就職
継続して就業 交付申請 助成

089-912-2506 sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp https://www.pref.ehime.jp/page/5701.html

愛媛県経済労働部産業支援局産業人材課
〒790-8507　愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

お
問
合
せ

愛媛　IT奨学金

※就職活動後（内定取得後）に資格試験に合格した場合で、内定先企業（登録企業）の了承を得られた場合は、就職活動後に申請を
行っても差し支えありません。（ただし、就職前（入社前）に申請を行う必要があります）

登録企業

助成までの流れ助成までの流れ

愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度（IT人材確保枠）愛媛県中核産業人材確保のための奨学金返還支援制度（IT人材確保枠）

登録企業は随時追加されますので、
最新の状況は県のホームページにてご確認ください。

制度の概要
IT人材の県内企業への就職・定着を促進するため、あらかじめ県の認定を受けた学生や求職者が、本制度に
登録した県内企業に就職し、継続して就業した場合に、愛媛県と登録企業が共同で奨学金の返還を助成するも
のです。
助成金額は、１年間（１０月分～翌９月分）の奨学金返還額の4/5又は２０.１６万円のいずれか低い額とし、
最長７年間助成します。（最大１４１．１万円）
助成額は、原則として日本学生機構に支払います。（返還期間が短くなります）。

応募待
ってるよ！



「ＩＴＰＬＡＣＥえひめ」は、愛媛県の優れた技術を持つＩＴ

企業の情報や、県が実施するデジタル人材確保・育成に関する取組み
を総合的に発信するポータルサイトです

「IT PLACE えひめ」の特徴

☞県内ＩＴ企業の情報を集約した県内初のサイト！「エリア」や「職種」から企業を
検索することができる機能を搭載！

☞愛媛県の公式求人・移住情報サイト「あのこの愛媛」と連携し、求人情報へのアク
セスが可能！

☞愛媛県にＵターン・ＩターンしたＩＴ人材へのインタビュー記事や、愛媛の暮らし
やすさに関する指標を掲載！

☞「ＤＸ実行プラン」や愛媛県が実施するデジタル人材の育成確保に関する補助制度
やセミナー等の取組みを発信！

お問い合わせ先

ＩＴ人材向け

ＩＴ企業向け

愛媛県 経済労働部 産業支援局 産業人材課（松山市一番町四丁目４番地２）
TEL：089-912-2506 E-mail：sangyoujinzai@pref.ehime.lg.jp

☆「IT PLACE えひめ」URL https://it-place-ehime.jp/

掲載希望企業、随時募集中！



安心

公式

求人のこんなことにお困りではないですか？

あのこの愛媛の３つのメリット

求人のお困りごとは
これで解決！

愛媛県からのお知らせ

愛媛県 求人・移住総合情報サイト

メリット１

メリット２

メリット３

登録→採用まで費用は無料

県公式サイトで

登録から求人掲載まで簡単

登録はコチラから

事業者の方

必見情報！

応募がない…

掲載にお金をかけたくない…

応募者管理が大変…

年間アクセス

２０万件以上！



令和６年度は約   人6,900

求人掲載まではたったの３ステップ

操作にお困りのときは、サービスカウンターにご連絡ください！

あのこの愛媛は県内の求人情報を全国に届けます！

年間アクセス数

202,764件

県外からのアクセス数は約 割！７

が愛媛県に移住しています

県外からの人材を獲得する機会が

あのこの愛媛にはあります！

愛媛

34.3%

その他

23.8%

大阪

9.9%

東京

32.0%

anokono@hr-s.co.jp https://ano-kono.ehime.jp/st/faq/
問い合わせ

フォーム

Step1 あのこの愛媛から利用申請
ＵＲＬまたは二次元コードからアクセス

https://ano-kono.ehime.jp/st/register
もしくは「あのこの愛媛」で検索

⇒事務局で事業者登録後、アカウントを発行します。

Step2 管理画面にログイン
初回ログインに関するメールが届きますので

案内に従ってログインしてください。

Step3 求人情報を作成し、情報を公開
求人情報の編集や公開/非公開の切替えは、

管理画面からいつでも変更可能です。

求人に応募があったらそして

ご登録のメールアドレスにお知らせメールが届きます。

管理画面で応募者情報を確認し、応募者へご連絡ください。
選考後の採否結果の登録をお願いします。











女性活躍の推進や仕事と育児、介護等の家庭生活が
両立しやすい職場環境づくりに取り組む県内企業を支援しています。
性別を問わず選択される魅力的な企業へと変革・成長し、
すべての労働者が働きやすく、働きがいのある環境を整えましょう！

働く人を応援する企業を応援します！

事 業 主 体   ：  愛 媛県　少子化対策・男女参画課
プラザ運営（委託先）  ：  一 般社団法人  愛媛県法人会連合会

働き方に関する意識の変化と現状

広がっています！ ひめボスの輪

共働き世帯が増加 結婚・子育てと仕事を両立させたい人が最多に

（年） （年）

50

29.026.1

（％） 女性の理想ライフコース 男性がパートナーに望むライフコース
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0
S62 H4 H9 H14 H17 H22 H27 R3 S62 H4 H9 H14 H17 H22 H27 R3

13.8
12.2

7.7
6.8
6.5
5.5

39.4

「ひめボス推進プラザ」は女性活躍、両立支援、働き方改革等に
関するワンストップ支援拠点。ひめボス宣言事業所認証制度の
認証取得や社内改革に向けたアドバイス・支援を行っています。
※従来の「愛媛県働き方改革包括支援プラザ」を改称し、令和7年4月1日より設置しました。

ひめボス推進プラザとは？

936

718

（万世帯）
1,500

1,000

500

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R5（年）
0

男性雇用者と無業の妻から成る世帯（妻64歳以下）
雇用者の共働き世帯（妻64歳以下）

1,2061,206

404404

約３倍



「 相 談し た い 」「 支 援を受 け た い 」そ ん な と き は当 方ま で お 声 が け くだ さ い！

089-933-2660

〒790-0067 愛媛県松山市大手町2-5-7 別館1F
＜受託者＞一般社団法人  愛媛県法人会連合会  
メール：himeboss01@csc-ehime.jp　

ひ め ボス推進プラザ ひ め ボ ス
N A V I
▼

ひ め ボ ス
ポータルサイト

▼

コンサルタント
派遣申請
▼

愛媛県
H P
▼

「ひ め ボ ス推進プ ラ ザ」業務案内

奨励金や

上位認証の

取得に向けた

各種支援

ひめボス認証の

基本認証

取得支援

女性活躍、

仕事と家庭の両立支援、

働き方改革等に

関する相談対応

働き方改革等

に関する

専門機関への

取り次ぎ

「ひめ ボス推進プラザ」を活用するメリット

アドバイザーによる認証取得支援や、

セミナー情報・県内の先進事例等の

紹介が受けられます。

国の働き方改革推進センターとも

連携しているため、

社労士等の専門家に労務管理上の

相談ができます。

相談
無料

 お
気

軽にお問い合わせくだ

さ
い

平日
9：00～
17：00
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